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（趣 旨）

第 一 条 この規則は、在外教育施設に派遣する教員の派遣について必要な事項を定めることを目

的とする。

（定 義）

第 二 条 この規則において「在外教育施設」とは、海外に在留する邦人がその子女のために共同

して設置する教育施設で本邦の小学校若しくは中学校の課程に相当する課程の全部又は一部を有す

るものをいう。

２ この規則において「派遣教員」とは、本邦から在外教育施設に派遣される本邦の小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭（養護又

は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭若しくは教諭又は教育委員会の事

務局に置かれる職員（次条において「教員等」という。）をいう。

（派遣教員の委嘱）

第 三 条 派遣教員は、別に定めるところにより、教員等のうちから、文部科学大臣が委嘱する。



第 四 条 削除

（派遣時期及び期間）

第 五 条 派遣教員の派遣時期は、原則として年度当初とする。

２ 派遣教員の派遣期間は原則として二年間とする。ただし、文部科学大臣が必要と認める場合には、

二年間を限度に派遣期間を延長することができる。

（解嘱）

第 五 条の二 文部科学大臣は、派遣教員が職務を継続することが適当でないと認める場合には、

第三条第一項の規定による委嘱を解くことができる。

（旅費の支給）

第 六 条 派遣教員又は派遣教員の扶養親族（配偶者（派遣教員である者を除く。）並びに十八歳

に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子で、主として当該派遣教員の収入によって

生計を維持しているもの及び心身障害の子で他に生計の途のない者として文部科学大臣が認めたも

のをいう。以下同じ。）が次の各号に掲げる場合には、派遣教員に対し、旅費を支給する。

一 派遣教員が在外教育施設に赴き、又は帰国した場合

二 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の前号の旅行に文部科学大臣の許可を受け、随伴して旅行

した場合

三 派遣教員が第十二条に規定する一時帰国で、在勤中の在外教育施設の所在地（以下「在勤地」

という。）と本邦の間を旅行した場合

四 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の前号の旅行に、文部科学大臣の許可を受け、随伴して旅

行した場合

五 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の在外教育施設在勤中において文部科学大臣の許可を受け、

同一在勤地について一回限り、当該在勤地に呼び寄せられ、又は本邦に帰せられた場合

六 派遣教員が総合教育政策局長から在勤地の近隣地域に在留する邦人子女に対する巡回指導を依

頼され、当該巡回指導のための旅行をした場合

七 派遣教員が、総合教育政策局長から補習授業校現地採用講師研修会の指導講師を依頼され、当

該研修会のための旅行をした場合

２ 派遣教員が在勤地で死亡し、又は前項第一号若しくは第六号から第八号までの規定に該当する外

国旅行中に死亡した場合は、当該派遣教員の遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並

びに派遣教員の死亡当時派遣教員と生計を一にしていた他の親族をいう。）に対し、死亡手当を支

給する。

３ 派遣教員が在勤地で死亡した場合において、当該派遣教員の外国にある遺族（配偶者及び子に限

る。）がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族に対

し、旅費を支給する。

４ 在外教育施設在勤中の派遣教員の配偶者（派遣教員である者を除く。）が当該派遣教員の在勤地

において死亡し、又は第一項第二号若しくは第五号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合に

は、当該派遣教員に対し、死亡手当を支給する。

５ 前四項により支給する旅費の額、支給条件等は国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年

法律第百十四号）及び文部科学省所管旅費規則（平成十三年文部科学省訓令第二十七号）に定める



もののほか、総合教育政策局長が別に定めるところによる。

（在勤手当）

第 七 条 在勤手当は、派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充

当するために支給するものとする。

２ 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、健康管理手当、不健

康地健康管理手当、高地手当及び防犯手当とする。

３ 在勤基本手当は、派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当する

ために支給する。

４ 住居手当は、派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な住居費に充当するために支給

する。

５ 配偶者手当は、配偶者を伴う派遣教員に支給する。

６ 子女教育手当は、派遣教員の子のうち次に掲げるもので主として当該派遣教員の収入によって生

計を維持しているもの（以下「年少子女」という。）が派遣教員の在勤地において学校教育その他

の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

一 三歳以上十八未満の子

二 十八歳に達した子であって、就学する学校（子女教育手当支給要項で定める学校を除く）にお

いて、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算

して一年を経過するまでの間にあるもの

７ 健康管理手当は、一年以上勤務した派遣教員及びその配偶者が、健康診断の実施など健康管理の

ために必要な経費に充当するために支給する。

ただし、不健康地健康管理手当の支給を受ける者に対しては、当該不健康地健康管理手当の支給

を受ける年度に係る健康管理手当は支給しない。

８ 不健康地健康管理手当は、長期にわたる継続的な勤務が健康管理上適当でないと認められる地に

所在する在外教育施設で別表第１左欄に掲げるものに二年以上勤務した派遣教員及びその扶養親族

が、一年度一回を限度として同欄の在外教育施設の別に応じ同表右欄に定める保養地域において健

康管理を目的とする保養及び健康診断の受診のための旅行を行うのに必要な経費に充当するために

支給する。

９ 高地手当は、標高の高い地に所在する在外教育施設で別表第２に掲げるものに勤務する派遣教員

及びその扶養親族が、一年度二回を限度としてその在外教育施設の所在する国の低地において健康

管理を目的とする保養のための旅行を行うのに必要な経費に充当するために支給する。

１０ 防犯手当は、治安事情が著しく厳しい地に所在する在外教育施設として総合教育政策局長が別

に定めるものに勤務する派遣教員が、居住している住宅及び通勤途上の防犯のために必要な経費に

充当するために支給する。

（在勤手当の支給額）

第 八 条 在勤基本手当の月額は、別表第３に定めるところによる。

２ 住居手当の月額は、派遣教員が居住している家具付きでない住宅の一月に要する家賃の額（派遣

教員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払

われるべき家賃の額）に相当する額（その額が別表第４に定める限度額（扶養親族を伴わない派遣



教員の場合にあっては、当該限度額の百分の八十に相当する額）を超えるときは、当該限度額）

とする。ただし、派遣教員の配偶者が派遣教員である場合には、一方の派遣教員について支給する。

３ 配偶者手当の月額は、在勤基本手当月額の百分の十二．五に相当する額とする。ただし、派遣教

員の配偶者が派遣教員である場合には、一方の派遣教員について支給する。

４ 子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円とする。ただし、年少子女が、派遣教員の在

勤地において学校教育を受けるときは、授業料その他年少子女が学校教育を受けるための対価とし

て納付が義務づけられている経費に応じて、総合教育政策局長が別に定める額を加算することがで

きる。

５ 健康管理手当の額は、毎年七月一日において派遣教員が伴う配偶者の有無に応じ、別表第５に定

めるところによる。

６ 不健康地健康管理手当の額は、当該手当の対象となる旅行ごとに別表第６左欄に掲げる在外教育

施設の別に応じ同表右欄に定める基本額と次の各号に定めるところにより算出した額とを合計した

額と当該手当の対象となる旅行に要した経費の額のうちいずれか低い額とする。ただし、派遣教員

の配偶者が派遣教員である場合には、一方の派遣教員について支給する。

一 配偶者を同伴する場合にあっては当該基本額の百分の百に相当する額

二 子を同伴する場合にあっては当該基本額の百分の十に相当する額に同伴する子の数を乗じた額

７ 高地手当の額は、当該手当の対象となる旅行ごとに別表第７左欄に掲げる在外教育施設の別に応

じ同表右欄に定める基本額と次の各号に定めるところにより算出した額とを合計した額と当該手当

の対象となる旅行に要した経費のうちいずれか低い額とする。ただし、派遣教員の配偶者が派遣教

員である場合には、一方の派遣教員について支給する。

一 配偶者を同伴する場合にあっては当該基本額の百分の百に相当する額

二 子を同伴する場合にあっては当該基本額の百分の十に相当する額に同伴する子の数を乗じた

８ 防犯手当の月額は、派遣教員が警備員を雇用し、若しくは警備機器を借り上げ、又はその両方を

行うために一月に要する経費の六分の五とする。

（在勤手当の支給期間）

第 九 条 在勤基本手当及び住居手当の支給期間は、派遣教員が在勤地に到着した日の翌日から、

任務を終了し在勤地を出発する日の前日までとする。

２ 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の級別に異動を生じた派遣教員には、その日から新た

に定められた級別により在勤基本手当を支給する。

３ 在勤基本手当の支給期間中に第十二条に規定する一時帰国又は私費一時帰国した派遣教員で、在

勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日を超えるものには、第一項の規定に

かかわらず、六十日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。

４ 住居手当の支給期間中に住居手当の級別に異動を生じた派遣教員には、その日から新たに定めら

れた級別により住居手当を支給する。

５ 派遣教員が委嘱を解かれ、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該

派遣教員が死亡した場合において、文部科学大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の

翌日から百八十日を超えない期間に限り、当該派遣教員が死亡当時伴っていた扶養親族に従前の住

居手当の支給額に相当する額を支給することができる。



６ 配偶者手当及び子女教育手当の支給期間は、派遣教員の在勤基本手当の支給期間中において、当

該派遣教員の配偶者又は年少子女が当該派遣教員の在勤地に到着した日の翌日（派遣教員の配偶者

又は年少子女が当該派遣教員の在勤地において配偶者又は年少子女となった場合にあっては、配偶

者又は年少子女となった日）から、当該派遣教員の在勤基本手当の支給期間の終了する日（配偶者

又は年少子女がその日の前に帰国する場合にあってはその配偶者又は年少子女が帰国のためその地

を出発する日の前日、その配偶者又は年少子女がその日の前に配偶者又は年少子女でなくなった場

合又は死亡した場合にあっては、配偶者又は年少子女でなくなった日又は死亡した日）までとする。

７ 配偶者手当又は子女教育手当を受ける派遣教員が委嘱を解かれ、又は死亡したときは、その日ま

で配偶者手当又は子女教育手当を支給する。ただし、当該派遣教員が死亡した場合において、文部

科学大臣が特に必要と認めたときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き

続き当該派遣教員の配偶者又は年少子女に配偶者手当又は子女教育手当を支給することができる。

８ 防犯手当の支給期間は、派遣教員が在勤地に到着した日の翌日から、任務を終了し在勤地を出発

する日の前日までとする。

９ 防犯手当を受ける派遣教員が委嘱を解かれ、又は死亡したときは、その日まで防犯手当を支給す

る。ただし、当該派遣教員が死亡した場合において、文部科学大臣が特に必要と認めたときは、死

亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該派遣教員が死亡当時伴っていた

扶養親族に防犯手当を支給することができる。

（在勤基本手当及び住居手当の支給期間等の特例）

第 九 条の二 在外教育施設の所在する地域における感染症の発生又はまん延その他のやむを得な

い理由により、派遣教員が当該地域で勤務することができないと文部科学大臣が認めるときは、前

条第一項及び第三項の規定にかかわらず、本邦において当該在外教育施設の業務に従事する派遣教

員に対し、本邦における当該業務の開始の日からその終了の日までの間、在勤基本手当及び住居手

当を支給することができる。

２ 前項に規定する場合における当該派遣教員の在勤基本手当の月額は、第八条第一項の規定にかか

わらず、別表第３の２に定めるところによる。

３ 第一項の場合における当該派遣教員の住居手当の月額は、第八条第二項の規定にかかわらず、一

般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）に定めるところによる。

（在勤手当の支給方法）

第 十 条 在勤手当（健康管理手当、不健康地健康管理手当及び高地手当を除く。以下この条及び

第十一条において同じ。）は、毎月一回、その月額をその月の二十一日に支給する。ただし、その

月の二十一日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、二十一日の直後の平日を支給定日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、派遣教員の派遣期間が満了する月及び特別の事情がある場合の在勤手

当は、総合教育政策局長が別に定める日に支給する。

３ 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

４ 在勤手当を支給する場合であって、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のとき

は、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。



５ 健康管理手当については、毎年一回、その額を七月二十一日に支給する。ただし、その日が土曜

日、日曜日又は休日に当たるときは、直後の平日を支給定日とする。

６ 不健康地健康管理手当及び高地手当については、当該手当の対象となる旅行が行われた後に支給

する。

第 十一 条 第八条から第九条の二までに定めるもののほか、在勤手当の級の適用に関する基準は、

総合教育政策局長が別に定めるところによる。

（所得税相当額の支給）

第 十一 条の二 派遣教員が、在勤地において、在勤国及び州の法令に基づいて、給与及び手当に対

して、所得税を課せられたときは、総合教育政策局長が別に定める在外教育施設に勤務する派遣教

員に対し、所得税の額に相当する額を支給することができる。

（一時帰国及び私費帰国）

第 十二 条 派遣教員は、その派遣期間中において、別に定めるところにより本邦に一時帰国又は私

費一時帰国することができる。

（旅費等の返還）

第 十三 条 派遣教員が随伴し、又は呼び寄せた扶養親族が特別の事由により文部科学大臣の許可を

受けて帰国する場合を除き、当該派遣教員の在勤地に到着した日の翌日から六月に満たないで帰国

する場合には、第六条第一項第二号及び第五号並びに第七条第五項及び第六項の規定にかかわらず

旅費、配偶者手当及び子女教育手当は支給しない。

２ 前項の場合において、既に支給された旅費、配偶者手当及び子女教育手当があるときには、これ

を返還しなければならない。

３ 第一項の規定にかかわらず、派遣教員の派遣期間が六月未満の派遣教員が随伴し、又は呼び寄せ

た扶養親族に係る旅費、配偶者手当及び子女教育手当の取り扱いについては、総合教育政策局長が

別に定めるところによる。

第 十四 条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附 則

１ この訓令は、昭和五十六年四月二十日から実施し、昭和五十六年四月一日から適用する。

２ 第九条の二第一項に規定する派遣教員であって、令和二年度に次の各号に掲げる経費を負担して

いるものに対し、文部科学大臣が必要と認めるときは、それぞれ当該各号に定める手当を支給する

ことができる。

一 派遣が予定されていた在外教育施設の所在地（以下「派遣予定地」という。）において派遣教

員が居住を予定していた住宅に関して生じた経費 派遣予定地住居手当

二 派遣予定地において年少子女が受けることを予定していた学校教育その他の教育に関して生じ

た経費 派遣予定地子女教育手当

三 派遣予定地（第七条第十項に規定する派遣予定地に限る。）において派遣教員が居住を予定し

ていた住宅及び通勤途上の防犯のために講ずることを予定していた措置に関して生じた経費 派遣

予定地防犯手当

３ 前項各号に定める手当の支給額は、それぞれ第八条第二項、第四項及び第八項の規定を準用し、



これらの手当の支給に関し必要な事項は別に定めるところによる。

４ 第二項に定める手当のほか、特殊要因手当として、令和二年度に派遣予定地における住宅の賃貸

借契約の解除に伴う違約金その他の派遣予定地において勤務することができないことに伴って生じ

る特別の費用であって、やむを得ないと認められるものを負担している第九条の二第一項に規定す

る派遣教員に対し、当該費用に相当する額を支給することができる。この手当の支給に関し必要な

事項は、別に定めるところによる。

附 則

この訓令は、昭和五十七年四月二十八日から実施する。

附 則

この訓令は、昭和五十七年四月二十八日から実施し、昭和五十七年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和五十七年十二月十三日から実施し、昭和五十七年十一月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和五十八年四月二十日から実施し、昭和五十八年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和五十九年四月二十一日から実施し、昭和五十九年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和五十九年七月二十一日から実施し、昭和五十九年七月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十年四月二十日から実施し、昭和六十年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十年十二月十八日から実施し、昭和六十年十二月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十一年四月十九日から実施し、昭和六十一年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十一年十月一日から実施する。

附 則

この訓令は、昭和六十二年四月十七日から実施し、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十二年六月十七日から実施し、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十二年八月十七日から実施し、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十二年十一月十二日から実施し、昭和六十二年十一月一日から適用する。

附 則

この訓令は、昭和六十三年四月十八日から実施し、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成元年四月十八日から実施し、平成元年四月一日から適用する。



附 則

この訓令は、平成元年八月十八日から実施する。ただし、別表第２の改正規定のうち級別の欄に係

る部分は、平成元年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成元年十月十六日から実施し、平成元年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二年三月三十日から実施し、平成二年一月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二年四月十七日から実施し、平成二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成三年一月十八日から実施し、別表第１の改正規定は、平成二年十月一日から、別

表第２の改正規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成三年四月十六日から実施し、平成三年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成三年十月九日から実施し、平成三年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成四年四月十六日から実施し、平成四年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成四年十二月十八日から実施し、平成四年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成五年四月十七日から実施し、平成五年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成五年七月十三日から実施し、平成五年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成五年十月十八日から実施し、平成五年十月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成五年十二月十六日から実施し、平成五年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成六年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成六年四月十八日から実施し、平成六年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成六年十二月十二日から実施し、平成六年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成七年一月五日から実施し、平成七年一月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成七年四月十八日から実施し、平成七年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成七年五月二十五日から実施し、平成七年四月一日から適用する。



附 則

この訓令は、平成七年八月二十五日から実施する。

附 則

この訓令は、平成七年十一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成七年十二月二十日から実施し、平成七年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成八年四月十九日から実施し、平成八年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成八年五月十一日から実施し、平成八年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成九年三月三十一日から実施し、別表第３の改正規定は、平成八年八月一日から、

別表第４の改正規定は、平成八年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成九年四月二十一日から実施し、平成九年四月一日から適用する

附 則

１ この訓令は、平成十年二月二十日から実施し、この訓令による改正後の在外教育施設派遣規則（以

下「新令」という。）別表第３の規定は、平成九年八月一日から適用する。

２ 派遣教員の平成九年八月分から平成十年一月分までの在勤基本手当（月額）については、その者

に係る新令別表第３に定める額（以下「新額」という。）が、その者に係るこの訓令による改正前

の在外教育施設教員派遣規則別表第３に定める額（以下「旧額 」という。）を下回るときは、旧

額をもって当該在勤基本手当支給額（月額）とする。

３ 派遣教員の平成十年二月分の在勤基本手当（月額）については、その者に係る新額がその者に

係る旧額を下回るときは、旧額から新額を差し引いた額を新額から差し引いた額をもって当該在勤

基本手当（月額）とする。

附 則

この訓令は、平成十年四月二十一日から実施し、平成十年四月一日から適用する。

附 則

１ この訓令は、平成十一年三月四日から実施し、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣規

則（以下「新令」という。）別表第３の規定は、平成十年八月一日から適用する。

２ 派遣教員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当（月額）については、そ

の者に係る新令別表第３に定める額（以下「新額」という。）が、この訓令による改正前の在外教

育施設教員派遣規則別表第３に定める額（以下「旧額 」という。）を下回るときは、旧額をもっ

て当該在勤基本手当支給額（月額）とする。

附 則

この訓令は、平成十一年四月十五日から実施し、平成十一年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十一年九月二十日から実施し、平成十一年九月一日から適用する。

附 則



１ この訓令は、平成十一年十二月二十日から実施し、この訓令による改正後の在外教育施設教員派

遣規則（以下「新令」という。）別表第３の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

２ 派遣教員の平成十一年八月分から平成十一年十一月分までの在勤基本手当（月額）に ついては、

その者に係る新令別表第３に定める額（以下「新額」という。）が、この訓令による改正前の在外

教育施設教員派遣規則別表第３に定める額（以下「旧額 」という。）を下回るときは、旧額をも

って当該在勤基本手当支給額（月額）とする。

附 則

この訓令は、平成十二年一月二十日から実施し、平成十二年一月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十二年四月十四日から実施し、平成十二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十二年四月十四日から実施し、平成十一年十一月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十二年四月十四日から実施し、平成十二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十二年四月二十一日から実施し、平成十二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十二年八月十五日から実施し、平成十二年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十三年一月六日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成十三年一月三十日から実施し、この訓令による改正後の在外教育施設派遣規則

（以下「新令」という。）別表第３の規定は、平成十二年八月一日から適用する。

２ 派遣教員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当（月額）については、その者に係

る新令別表第３に定める額が、その者に係るこの訓令による改正前の在外教育施設派遣規則別表第

３に定める額（以下「旧額」という。）を下回るときは、旧額をもって当該在勤基本手当支給額

（月額）とする。

附 則

この訓令は、平成十三年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成十三年五月九日から実施し、平成十三年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十四年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成十四年一月二十五日から実施し、平成十四年一月一日から適用する。

附 則

１ この訓令は、平成十四年四月二十二日から実施し、平成十四年四月一日（以下「適用日」という。）

から適用する。



２ 改正後の在外教育施設教員派遣規則第六条第一項及び第八条第二項の規定は、この訓令の適用日

以後に文部科学大臣の委嘱を受けた者について適用し、適用日前に文部科学大臣の委嘱を受けた者

については、なお従前の例による。

附 則

１ この訓令は、平成十五年一月二十一日から実施し、平成十四年十一月一日から適用する。

２ 派遣教員の平成十四年十一月分から十二月分までの在勤基本手当支給額（月額）については、そ

の者に係るこの訓令による改正後の在外教育施設派遣規則別表第３に定める額が、その者に係るこ

の訓令による改正前の在外教育施設派遣規則別表第３に定める額（以下「旧額」という。）を下回

るときは、旧額をもって当該在勤基本手当支給額（月額）とする。

附 則

この訓令は、平成十五年四月十七日から実施し、平成十五年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十五年八月十五日から実施し、平成十五年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十五年十一月二十日から実施し、平成十五年八月一日から適用する

附 則

この訓令は、平成十六年四月二十一日から実施し、平成十六年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十七年一月一日から実施し、平成十六年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十七年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成十八年一月一日から実施し、平成十七年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十八年四月十九日から実施し、平成十八年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十九年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成十八年七月二十一日から施行し、同年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、決定の日から実施し、第一条の規定による改正後の在外教育施設教員派遣規則の規定

は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成十九年三月一日から実施し、改正後の在外教育施設教員派遣規則別表第３の規定

は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則

１ この訓令は、平成十九年五月二十三日から実施し、同年四月一日から適用する。

２ 在外教育施設教員派遣規則に基づき派遣されている派遣教員であって平成十九年三月三十一日に



おいて現に居住する住宅に引き続き住居するものの住居手当の月額に係る限度額については、この

訓令による改正後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十年三月三十一日から実施し、平成十九年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十年四月二十五日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成二十年十一月二十六日から実施し、同年四月一日から適用する。

２ 北京、天津、青島、上海、蘇州、サン・ホセ、フランクフルト、ブタペスト及びワルシャワに所

在する在外教育施設に派遣されている派遣教員であって、平成二十年三月三十一日において現に居

住する住宅に引き続き住居するものの住宅手当の月額に係る限度額については、この訓令による改

正後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

１ この訓令は、平成二十一年一月二十八日から実施し、平成二十一年一月一日から適用する。

２ 在外教育施設に勤務する派遣教員の平成二十一年一月の在勤基本手当の月額は、改正後の在外教

育施設教員派遣規則（以下「新派遣規則」という。）別表第３にかかわらず、次の表に定めるとこ

ろによる。

３ 台北、台中及び高雄に所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の平成二十一年二月及び三月の

在外基本手当の月額については、新派遣規則別表第３にかかわらず、次の表に定めるところによる。

４ 青島に所在する在外教育施設に派遣されている派遣教員であって、平成二十年十二月三十一日に

おいて、現に居住する住宅に引き続き住居するものの住居手当の月額に係る限度額については、新

派遣教員規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

１ この訓令は、平成二十一年四月二十一日から実施し、平成二十一年四月一日から適用する。

２ コタキナバル、アスンシオン及びジェッダに所在する在外教育施設に派遣されている派遣教員で

あって、平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き住居するものの住居手当

の月額に係る限度額については、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規

定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十一年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十一年十一月一日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成二十三年三月一日から実施する。

２ ハノイ、シンガポール、バンコク、シラチャ、ソウル、釜山、北京、天津、上海、蘇州、杭州、

広州、深セン、大連、香港、ヤンゴン、マニラ、ペナン、コタキナバル、ニュー・ヨーク、ニュー

ジャージー、ブリンストン、フィラデルフィア、ピッツバーグ、ボストン、ブエノスアイレス、サ

ンチャゴ、ウィーン、チューリッヒ、ジュネーブ、マドリッド、バルセロナ、モスクワ、ベルリン、



デュッセルドルフ、ブタペスト、パリ、ワルシャワ、ロンドン、ジェッダ及びバハレーンに所在す

る在外教育施設に派遣されている派遣教員であって、平成二十三年二月二十八日において現に居住

する住宅に引き続き住居するものの住宅手当の月額に係る限度額については、この訓令による改正

後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十三年四月十八日から実施し、平成二十三年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十三年七月十四日から実施し、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣

規則（以下「新派遣規則」という。）第八条第四項の規定は実施日から一年を超えない範囲で初等中

等教育局長が別に定める日から、新派遣規則別表第３の規定は平成二十三年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十三年十一月一日から実施する。ただし、スラバヤ、コロンボ、バンコク、シ

ラチャ、北京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、広州、深セン、大連、香港、イスラマバード、カラ

チ、ヤンゴン、マニラ、台北、台中、高雄、トロント、カラカス、グァテマラ、サン・ホセ、ボゴタ、

サンチャゴ、サンパウロ、アスンシオン、リマ、チューリッヒ、ジュネーブ、ストックホルム、ブタ

ペスト、ブラッセル、ブカレスト、ロンドン、ダービー、シドニー、パース、メルボルン、クイーン

ズランド、カンタベリー、ヨハネスブルクに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手

当の月額に係る改正規定は、平成二十三年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十三年十一月一日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成二十四年一月一日から実施する。ただし、別表第４の改正規定については、平

成二十三年四月一日から適用する。

２ ニュー・デリー、ボンベイ、チェンナイ、コタキナバル、カンタベリー、リアド及びジェッダに

所在する在外教育施設に派遣されている派遣教員であって、平成二十三年三月三十一日において現

に居住する住宅に引き続き住居するものの住宅手当の月額に係る限度額については、この訓令によ

る改正後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

１ この訓令は、平成二十四年四月四日から実施し、平成二十四年四月一日から適用する。

２ ジャカルタ、バンドン、上海、蘇州、杭州、ウィーン、ベルリン及びジェッダに所在する在外教

育施設に派遣されている派遣教員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅

に引き続き住居するものの住宅手当の月額に係る限度額については、この訓令による改正後の在外

教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十四年八月八日から実施し、平成二十四年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十四年九月十三日から実施し、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則



この訓令は、平成二十四年十一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十五年一月一日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成二十五年四月十九日から実施し、平成二十五年四月一日から適用する。

２ ムンバイ及びカラチに所在する在外教育施設に派遣されている派遣教員であって、平成二十五年

三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き住居するものの住宅手当の月額に係る限度額に

ついては、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十五年七月一日から実施する。ただし、ジャカルタ、バンドン、スラバヤ、シ

ンガポール、コロンボ、バンコク、シラチャ、ソウル、釜山、北京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、

広州、深セン、大連、香港、イスラマバード、カラチ、ヤンゴン、マニラ、クアラルンプール、ジョ

ホール、ペナン、コタキナバル、台北、台中、高雄、ワシントン、グアム、アトランタ、シャーロッ

ト、ローリー、サンフランシスコ、シアトル、シカゴ、クリーブランド、オハイオ西部、インディア

ナ、デトロイト、バトルクリーク、コロンバス、シンシナティ、中部テネシー、セントラルケンタッ

キー、イーストテネシー、ニューヨーク、ニュージャージー、ブリンストン、フィラデルフィア、ピ

ッツバーグ、ヒューストン、ダラス、ポートランド、ボストン、ホノルル、マイアミ、ロサンゼルス、

サンディエゴ、バンクーバー、トロント、ブエノスアイレス、カラカス、サン・ホセ、ボゴタ、サン

チャゴ、リオ・デ・ジャネイロ、アスンシオン、リマ、メキシコ、アグアス・カリエンテス、グァダ

ラハラ、ローマ、ミラノ、ウィーン、チューリッヒ、ジュネーブ、アムステルダム、ロッテルダム、

ストックホルム、マドリッド、バルセロナ、モスクワ、ベルリン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、

ハンブルグ、フランクフルト、プラハ、ブラッセル、パリ、ワルシャワ、ロンドン、ダービー、シド

ニー、パース、メルボルン、クイーンズランド、カンタベリー、アブダビ、ドバイ、オマーン、バハ

レーン、イスタンブル及びヨハネスブルグに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手

当の月額に係る改正規定は、平成二十五月四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十六年三月一日から実施し、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則

１ この訓令は、平成二十六年四月一日から実施する。

２ ムンバイ、青島、大連、サンパウロ、リオ・デ・ジャネイロ及びマナウスに所在する在外教育施設

に派遣されている派遣教員であって、平成２６年３月３１日において現に居住する住宅に引き続き住

居するものの住宅手当の月額に係る限度額については、この訓令による改正後の在外教育施設教員派

遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十六年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十七年三月三十一日から実施し、平成二十四年一月一日から適用する。



附 則

１ この訓令は、平成二十七年七月一日から実施する。ただし、プノンペンに所在する在外教育施設に

勤務する派遣教員の在勤基本手当の月額及び住宅手当の月額の限度額に係る改正規定については、平

成二十七年四月一日から適用する。

２ プノンペンに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の平成二十七年四月から同年六月までの期

間に係る在勤基本手当の月額については、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣規則（以下

「新派遣規則」という。）別表第３の規定にかかわらず、附則別表に定めるところによる。

３ ホーチミン、青島及びサンパウロに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員であって、平成二十

七年六月三十日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住宅手当の月額に係る限度額に

ついては、新派遣規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成二十七年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十七年十一月一日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成二十八年一月一日から実施する。

２ ニュー・デリー、ムンバイ、チェンナイ、ジャカルタ、バンドン、スラバヤ、プノンペン、ハノ

イ、ホーチミン、コロンボ、バンコク、シラチャ、ソウル、釜山、北京、天津、青島、上海、蘇州、

杭州、広州、深セン、大連、香港、イスラマバード、カラチ、ダッカ、ヤンゴン、マニラ、クアラ

ルンプール、ジョホール、ペナン、コタキナバル、台北、台中、高雄、ワシントン、グアム、アト

ランタ、シャーロット、ローリー、サンフランシスコ、シアトル、シカゴ、クリーブランド、オハ

イオ西部、インディアナ、デトロイト、バトルクリーク、コロンバス、シンシナティ、デンバー、

中部テネシー、セントラルケンタッキー、イーストテネシー、ニューヨーク、ニュージャージー、

ブリンストン、フィラデルフィア、ピッツバーグ、ヒューストン、ダラス、ポートランド、ボスト

ン、ホノルル、マイアミ、オーランド、ロサンゼルス、サンディエゴ、バンクーバー、トロント、

ブエノスアイレス、カラカス、グァテマラ、サン・ホセ、ボゴタ、サンチャゴ、パナマ、リオ・デ

・ジャネイロ、マナウス、アスンシオン、リマ、メキシコ、アグアス・カリエンテス、グァダラハ

ラ、ローマ、ミラノ、ウィーン、チューリッヒ、ジュネーブ、アムステルダム、ロッテルダム、ス

トックホルム、マドリッド、バルセロナ、モスクワ、ベルリン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、

ハンブルグ、フランクフルト、ブダペスト、プラハ、ブラッセル、パリ、ワルシャワ、ブカレスト、

ロンドン、ダービー、シドニー、メルボルン、クイーンズランド、カンタベリー、アブダビ、ドバ

イ、オマーン、ドーハ、リヤド、ジェッダ、バハレーン、イスタンブル、ナイロビ、ヨハネスブル

グ、ダルエスサラームに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の平成二十八年一月から同年三

月までの期間に係る在勤基本手当の月額については、この訓令による改正後の在外教育施設教員派

遣規則別表第３の規定にかかわらず、附則別表に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成二十八年四月一日から実施する。

附 則



この訓令は、平成二十八年七月一日から実施し、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十八年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十八年十一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十九年一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十九年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、平成二十九年七月十日から実施し、平成二十九年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成二十九年八月七日から実施する。

附 則

この訓令は、平成三十年一月九日から実施する。

附 則

１ この訓令は、平成三十年四月一日から実施する。ただし、この訓令による改正後の在外教育施設教

員派遣規則（以下「新派遣規則」という。）第十一条の二の規定は、平成二十八年四月一日から適用

する。

２ 平成三十年三月三十一日までに在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手当の月額については、

平成三十一年三月三十一日までの間、この訓令による新派遣規則別表第３にかかわらず、次の式によ

り算出される額とする。

３ 青島、大連、台北、台中、高雄、ボゴタ、チューリッヒ及びジュネーブに所在する在外教育施設に

勤務する派遣教員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する

ものの住居手当の月額に係る限度額については、この訓令による改正後の新派遣規則別表第４の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、平成三十年七月十日から実施し、平成三十年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成三十年十月十六日から実施する。

附 則

この訓令は、平成三十年十一月一日から実施する。ただし、北京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、

広州、深セン、大連及びプラハに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手当の月額に

係る改正規定は、平成三十年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、平成三十一年一月一日から実施する。

附 則



１ この訓令は、平成三十一年四月一日から実施する。

２ スラバヤ、アグアスカリエンテス、グアダラハラ及びグアナファトに所在する在外教育施設に勤

務する派遣教員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住す

るものの住居手当の月額に係る限度額については、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣

規則別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この訓令は、令和元年六月二十六日から実施し、平成三十一年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、令和元年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和元年十一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和二年一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和二年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和二年五月二十五日から実施し、令和二年四月一日から適用する。

附 則

この訓令は、令和二年八月七日から実施し、令和二年四月一日から適用する。

附 則

１ この訓令は、令和二年十二月一日から実施する。ただし、スラバヤ、プノンペン、ハノイ、ホーチ

ミン、コロンボ、バンコク、シラチャ、ソウル、釜山、上海、蘇州、杭州、広州、深セン、カラチ、

ヤンゴン、ブエノスアイレス、カラカス、サンティアゴ、アスンシオン、モスクワ、プラハ、ブリュ

ッセル、パリ、ワルシャワ、テヘラン、イスタンブル、カイロ、ヨハネスブルグ及びダルエスサラー

ムに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手当の月額に係る改正規定は、令和二年四

月一日から適用する。

２ スラバヤ、ハノイ、ホーチミン、サンティアゴ、アスンシオン、モスクワ、プラハ、ワルシャワ、

テヘラン、イスタンブル及びヨハネスブルグに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の令和二年

四月から同年七月までの期間に係る在勤基本手当の月額については、この訓令による改正後の在外教

育施設教員派遣規則（以下「新派遣規則」という。）別表第３の規定にかかわらず、附則別表第１に

定めるところによる。

３ スラバヤ、ハノイ、サンティアゴ、アスンシオン、モスクワ、プラハ、テヘラン及びヨハネスブル

グに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の令和二年八月から同年十一月までの期間に係る在勤

基本手当の月額については、新派遣規則別表第３の規定にかかわらず、附則別表第２に定めるところ

による。

附 則



この訓令は、令和三年一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和三年三月十二日から実施し、令和三年一月一日から適用する。

附 則

１ この訓令は、令和三年四月一日から実施する。

２ サンパウロ及びリオデジャネイロに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員であって、令和三

年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額

については、この訓令による改正後の在外教育施設教員派遣規則別表第４の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

附 則

この訓令は、令和三年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和三年十一月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和四年一月一日から実施する。ただし、ジャカルタ、チカラン、バンドン、スラバ

ヤ、北京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、広州、深セン、大連、バンクーバー、トロント、メキシ

コ、ローマ、ミラノ、ウィーン、アムステルダム、ロッテルダム、ストックホルム、マドリード、バ

ルセロナ、ベルリン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、ハンブルグ、フランクフルト、プラハ、ブリ

ュッセル、パリ、ロンドン、シドニー、パース、メルボルン、クイーンズランド、カンタベリー、オ

ークランド及びヨハネスブルクに所在する在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手当の月額に

係る改正規定は、令和三年八月一日から適用する。

附 則

この訓令は、令和四年四月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和四年八月一日から実施する。

附 則

この訓令は、令和四年十一月一日から実施する。ただし、サン・ホセとモスクワに所在する在外教

育施設以外の在外教育施設に勤務する派遣教員の在勤基本手当の月額に係る改正規定は、令和四年八

月一日から適用する。

附 則

この訓令は、令和五年一月一日から実施する。



   

 別 表 第 １   不 健 康 地 健 康 管 理 手 当 の 支 給 の 対 象 と な る 派 遣 教 員 が 勤 務 す る 在 外 教 育   

          施 設 及 び 保 養 地 域                          

 

    在 外 教 育 施 設 名              

 

    保 養 地 域         

 

ダ ル エ ス サ ラ ー ム 補 習 授 業 校  

ハ ノ イ     日 本 人 学 校  

ダ ッ カ     日 本 人 学 校  

ヤ ン ゴ ン     日 本 人 学 校  

大 連     日 本 人 学 校  

ニ ュ ー デ リ ー 日 本 人 学 校  

チ ェ ン ナ イ 補 習 授 業 校  

ム ン バ イ 日 本 人 学 校  

ホ ー チ ミ ン 日 本 人 学 校  

コ ロ ン ボ     日 本 人 学 校  

イ ス ラ マ バ ー ド 日 本 人 学 校  

カ ラ チ     日 本 人 学 校  

ボ ゴ タ     日 本 人 学 校  

マ ナ ウ ス 日 本 人 学 校  

リ マ     日 本 人 学 校  

ブ カ レ ス ト 日 本 人 学 校  

モ ス ク ワ     日 本 人 学 校  

テ ヘ ラ ン     日 本 人 学 校  

リ ヤ ド 日 本 人 学 校  

ジ ッ ダ 日 本 人 学 校  

ナ イ ロ ビ     日 本 人 学 校  

 

欧 州     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

ア ジ ア     

北 米     

南 米     

南 米     

欧 州     

欧 州     

欧 州     

欧 州     

欧 州     

欧 州     

 

備 考   保 養 地 域 に は ， 特 別 な 事 由 が あ る 場 合 は ， こ の 表 に 掲 げ る 保 養 地 域 以 外  

  の 地 を 含 め る こ と が で き る 。  

 

 

 

 

  別 表 第 ２   高 地 手 当 の 支 給 の 対 象 と な る 派 遣 教 員 が 勤 務 す る 在 外 教 育 施 設   

  

 

      在 外 教 育 施 設 名           

 

ボ ゴ タ     日 本 人 学 校  

日 本 メ キ シ コ 学 院 日 本 コ ー ス  
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　　別　表　第　４　

１　級 ２　級 ３　級

アジア ニ ュ ー デ リ ー インド・ルピー 135,095 121,585 108,076
ム ン バ イ インド・ルピー 199,836 179,852 159,869
チ ェ ン ナ イ インド・ルピー 107,312 96,580 96,580
ジ ャ カ ル タ 米・ドル 2,545 2,291 2,291
チ カ ラ ン 米・ドル 2,545 2,291 2,291
バ ン ド ン 米・ドル 2,545 2,291 2,291
ス ラ バ ヤ 米・ドル 1,638 1,474 1,310
プ ノ ン ペ ン 米・ドル 3,105 2,795 2,484
ハ ノ イ 米・ドル 3,192 2,872 2,553
ホ ー チ ミ ン 米・ドル 3,176 2,859 2,541
シ ン ガ ポ ー ル シンガポール・ドル 5,515 4,964 4,412
コ ロ ン ボ 米・ドル 1,382 1,244 1,105
バ ン コ ク タイ・バーツ 74,242 66,818 59,393
シ ラ チ ャ タイ・バーツ 74,242 66,818 59,393
ソ ウ ル ウォン 2,619,136 2,357,223 2,095,309
釜 山 ウォン 1,536,652 1,382,987 1,229,322
北 京 米・ドル 3,685 3,316 2,948
天 津 米・ドル 3,685 3,316 2,948
青 島 米・ドル 1,949 1,754 1,560
上 海 米・ドル 3,340 3,006 3,006
蘇 州 米・ドル 3,340 3,006 3,006
杭 州 米・ドル 3,340 3,006 3,006
広 州 米・ドル 3,159 2,843 2,527
深 セ ン 米・ドル 3,159 2,843 2,527
大 連 米・ドル 2,840 2,556 2,272
香 港 香港ドル 38,810 34,929 31,048
イ ス ラ マ バ ー ド 米・ドル 2,150 1,935 1,720
カ ラ チ 米・ドル 1,668 1,501 1,335
ダ ッ カ 米・ドル 1,475 1,328 1,180
ヤ ン ゴ ン 米・ドル 4,323 3,891 3,458
マ ニ ラ 米・ドル 2,037 1,833 1,630
ク ア ラ ル ン プ ー ル マレーシア・リンギ 4,440 3,996 3,552
ジ ョ ホ ー ル マレーシア・リンギ 4,440 3,996 3,552
ペ ナ ン マレーシア・リンギ 3,285 2,956 2,628
コ タ キ ナ バ ル マレーシア・リンギ 4,440 3,996 3,552
台 北 米・ドル 1,832 1,648 1,375
台 中 米・ドル 1,832 1,648 1,375
高 雄 米・ドル 1,832 1,648 1,375

北米 ワ シ ン ト ン 米・ドル 2,180 1,962 1,962
グ ア ム 米・ドル 1,885 1,696 1,508
ア ト ラ ン タ 米・ドル 1,690 1,521 1,352
ロ ー リ ー 米・ドル 1,690 1,521 1,352
サ ン フ ラ ン シ ス コ 米・ドル 3,286 2,957 2,628
シ ア ト ル 米・ドル 1,567 1,410 1,410
シ カ ゴ 米・ドル 2,499 2,249 1,999
オ ハ イ オ 西 部 米・ドル 1,733 1,560 1,387
イ ン デ ィ ア ナ 米・ドル 2,499 2,249 1,999
デ ト ロ イ ト 米・ドル 1,733 1,560 1,387
コ ロ ン バ ス 米・ドル 1,733 1,560 1,387
シ ン シ ナ テ ィ 米・ドル 1,733 1,560 1,387
デ ン バ ー 米・ドル 1,948 1,753 1,559
中 部 テ ネ シ ー 米・ドル 2,097 1,888 1,678

住居手当に係る限度額（月額）

地域 勤務する在外教育施設の所在地 単　位
級　　　　　別



１　級 ２　級 ３　級
地域 勤務する在外教育施設の所在地 単　位

級　　　　　別

セ ン ト ラ ル ケ ン タ ッ キ ー 米・ドル 2,097 1,888 1,678
イ ー ス ト テ ネ シ ー 米・ドル 2,097 1,888 1,678
ニ ュ ー ヨ ー ク 米・ドル 3,864 3,478 3,092
ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 米・ドル 3,864 3,478 3,092
プ リ ン ス ト ン 米・ドル 3,864 3,478 3,092
フ ィ ラ デ ル フ ィ ア 米・ドル 3,864 3,478 3,092
ヒ ュ ー ス ト ン 米・ドル 1,857 1,672 1,486
ダ ラ ス 米・ドル 1,857 1,672 1,486
ポ ー ト ラ ン ド 米・ドル 1,567 1,410 1,410
ボ ス ト ン 米・ドル 2,921 2,629 2,337
ホ ノ ル ル 米・ドル 2,220 1,998 1,776
マ イ ア ミ 米・ドル 2,003 1,803 1,602
オ ー ラ ン ド 米・ドル 2,003 1,803 1,602
ロ サ ン ゼ ル ス 米・ドル 2,327 2,094 1,861
サ ン デ ィ エ ゴ 米・ドル 2,327 2,094 1,861
バ ン ク ー バ ー カナダ・ドル 2,106 1,896 1,684
ト ロ ン ト カナダ・ドル 1,999 1,799 1,599

中南米 ブ エ ノ ス ア イ レ ス 米・ドル 2,368 2,132 1,895
カ ラ カ ス 米・ドル 2,460 2,214 1,968
サ ン ホ セ 米・ドル 1,234 1,111 987
ボ ゴ タ 米・ドル 1,449 1,304 1,160
サ ン テ ィ ア ゴ 米・ドル 1,357 1,221 1,086
パ ナ マ 米・ドル 1,739 1,565 1,391
サ ン パ ウ ロ 米・ドル 1,556 1,400 1,244
リ オ デ ジ ャ ネ イ ロ 米・ドル 1,785 1,607 1,428
マ ナ ウ ス 米・ドル 939 845 751
ア ス ン シ オ ン 米・ドル 1,420 1,278 1,136
リ マ 米・ドル 1,589 1,430 1,272
メ キ シ コ 米・ドル 2,012 1,811 1,609
ア グ ア ス カ リ エ ン テ ス 米・ドル 1,502 1,352 1,201
グ ア ダ ラ ハ ラ 米・ドル 1,502 1,352 1,201
グ ア ナ フ ァ ト 米・ドル 1,502 1,352 1,201

欧州 ロ ー マ ユーロ 1,428 1,285 1,143
ミ ラ ノ ユーロ 1,552 1,396 1,241
ウ ィ ー ン ユーロ 1,456 1,310 1,310
チ ュ ー リ ッ ヒ スイス・フラン 2,724 2,452 2,179
ジ ュ ネ ー ブ スイス・フラン 2,724 2,452 2,179
ア ム ス テ ル ダ ム ユーロ 1,520 1,368 1,216
ロ ッ テ ル ダ ム ユーロ 1,520 1,368 1,216
ス ト ッ ク ホ ル ム スウェーデン・クローネ 15,010 13,509 12,008
マ ド リ ー ド ユーロ 1,516 1,364 1,212
バ ル セ ロ ナ ユーロ 1,651 1,486 1,320
モ ス ク ワ 米・ドル 4,408 3,968 3,527
ベ ル リ ン ユーロ 1,502 1,352 1,352
デ ュ ッ セ ル ド ル フ ユーロ 1,305 1,175 1,044
ミ ュ ン ヘ ン ユーロ 1,619 1,457 1,295
ハ ン ブ ル グ ユーロ 1,323 1,191 1,058
フ ラ ン ク フ ル ト ユーロ 1,565 1,408 1,252
ブ ダ ペ ス ト ユーロ 1,576 1,419 1,261
プ ラ ハ チェコ・コルナ 32,272 29,044 25,817
ブ リ ュ ッ セ ル ユーロ 1,633 1,470 1,307
パ リ ユーロ 2,045 1,840 1,636
ワ ル シ ャ ワ ユーロ 1,779 1,601 1,423
ブ カ レ ス ト ユーロ 1,474 1,327 1,179
ロ ン ド ン スターリング・ポンド 1,971 1,774 1,576
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地域 勤務する在外教育施設の所在地 単　位

級　　　　　別

大洋州 シ ド ニ ー オーストラリア・ドル 3,290 2,961 2,632
パ ー ス オーストラリア・ドル 2,294 2,064 1,835
メ ル ボ ル ン オーストラリア・ドル 2,468 2,221 1,974
ク イ ー ン ズ ラ ン ド オーストラリア・ドル 1,995 1,796 1,596
カ ン タ ベ リ ー ニュージーランド・ドル 2,143 1,928 1,714
オ ー ク ラ ン ド ニュージーランド・ドル 3,096 2,787 2,477

中東 ア ブ ダ ビ ディルハム 16,548 14,893 13,239
ド バ イ ディルハム 12,524 11,272 10,020
テ ヘ ラ ン ユーロ 2,361 2,125 1,889
オ マ ー ン 米・ドル 2,821 2,539 2,257
ド ー ハ 米・ドル 3,369 3,032 2,696
リ ヤ ド サウジアラビア・リヤール 12,531 11,278 10,024
ジ ッ ダ サウジアラビア・リヤール 13,240 11,916 10,592
バ ハ レ ー ン 米・ドル 3,286 2,957 2,628
イ ス タ ン ブ ル 米・ドル 2,657 2,392 2,126

ｱﾌﾘｶ カ イ ロ 米・ドル 1,832 1,648 1,465
ナ イ ロ ビ 米・ドル 1,757 1,581 1,581
ヨ ハ ネ ス ブ ル グ 米・ドル 1,310 1,179 1,048
ダ ル エ ス サ ラ ー ム 米・ドル 3,136 2,822 2,508

１　級別の欄の級の適用は，次の基準によるものする。
　１級　　別表第３の級別の欄の校長の適用を受ける者
　２級　　別表第３の級別の欄の教頭、１級から６級までの適用を受ける者
　３級　　別表第３の級別の欄の７級及び８級の適用を受ける者



   

  別 表 第 ５   健 康 管 理 手 当 支 給 額  

 

      配 偶 者 の 有 無             

 

  金 額       

 

配 偶 者 の あ る 場 合                

 

 ６ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 

配 偶 者 の な い 場 合                

 

 

 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 

 

 

 

  別 表 第 ６   不 健 康 地 健 康 管 理 手 当 の 基 本 額  

 

    在 外 教 育 施 設 名                 

 

単     位  

 

    基 本 額      

 

ダ ル エ ス サ ラ ー ム 補 習 授 業 校  

ハ ノ イ     日 本 人 学 校  

ダ ッ カ     日 本 人 学 校  

ヤ ン ゴ ン     日 本 人 学 校  

大 連     日 本 人 学 校  

ニ ュ ー デ リ ー 日 本 人 学 校   

チ ェ ン ナ イ 補 習 授 業 校     

ム ン バ イ 日 本 人 学 校     

ホ ー チ ミ ン 日 本 人 学 校     

コ ロ ン ボ     日 本 人 学 校     

イ ス ラ マ バ ー ド 日 本 人 学 校  

カ ラ チ     日 本 人 学 校  

ボ ゴ タ     日 本 人 学 校  

マ ナ ウ ス 日 本 人 学 校  

リ マ     日 本 人 学 校  

ブ カ レ ス ト 日 本 人 学 校  

モ ス ク ワ     日 本 人 学 校  

テ ヘ ラ ン     日 本 人 学 校  

リ ヤ ド 日 本 人 学 校  

ジ ッ ダ 日 本 人 学 校  

ナ イ ロ ビ     日 本 人 学 校  

 

 

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

 

 

        ２ ， ４ ３ ７  

        １ ， ０ ６ １  

        １ ， ４ ４ １  

        １ ， ４ ７ １  

        １ ， ０ １ ６  

        １ ， ２ ８ ９  

        １ ， ０ ９ ２  

        １ ， ５ １ ３  

        １ ， ０ １ ４  

          ８ ２ ３  

        １ ， ４ ０ ２  

        １ ， ３ ５ ６  

        １ ， ４ ４ ４  

        １ ， ８ ４ ６  

        １ ， ３ ２ ２  

        １ ， ５ ０ １  

        ２ ， １ ２ ０  

          ８ ７ １  

        ２ ， １ ０ ２  

        １ ， ９ ５ １  

        ２ ， ８ ８ ６  

 

 

 

 

 

 

 

 



 別 表 第 ７   高 地 手 当 の 基 本 額  

 

 

    在 外 教 育 施 設 名                 

 

単     位  

 

    基 本 額      

 

ボ ゴ タ     日 本 人 学 校  

日 本 メ キ シ コ 学 院 日 本 コ ー ス  

 

 

米 ・ ド ル  

米 ・ ド ル  

 

 

            ４ １ ０  

            ２ ４ ６  

 

 




